
和歌山市では、市からの防災情報を屋内にいる方が迅速に受信できるように、防災

ラジオを無償貸与します。詳しくは地域安全課までお問い合わせください。 

 

 

申込条件および提出書類 

和歌山市の住民基本台帳に記録されていて、以下のいずれかに該当する世帯 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

申込期間  令和６年４月１日 (月) から 令和６年１２月２７日 (金) まで 

       ※ただし、土、日、祝日を除く 

貸与台数  １，０００台（先着順で貸与者を決定し、順次貸与します。） 

貸与は 1 世帯に 1 台のみ 

申 込 先  和歌山市地域安全課 

〒６４０－８１５７ 

和歌山市八番丁１２番地（消防局庁舎５階） 

電 話 番 号 ０７３－４３５－１００５ 

F A X ０７３－４３５－１２７８ 

申込方法    

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、エフエム和歌山放送（８７.７MHｚ）の受信状況によっては貸与できない場合があります。 

和歌山市防災ラジオ貸与事業のご案内 

①６５歳以上の方だけの世帯 

②介護保険の要介護認定が要介護３～要介護５と認定されている方がおられる世帯 

③１級又は２級の身体障害者手帳の交付を受けている方がおられる世帯 

④Ａ１又はＡ２の療育手帳の交付を受けている方がおられる世帯 

⑤精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方がおられる世帯 

⑥特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けている方がおられる世帯 

⑦小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている方がおられる世帯 

持参または郵送による申込みの場合 

 和歌山市地域安全課又は各支所・連絡所・サービスセンターに備えつけの 

 申込書に記入し、地域安全課宛て提出してください。 

 なお、和歌山市のホームページからも申込書をダウンロードできます。 

 

オンライン申込みの場合 

 オンライン申請の場合、左の QR コードもしくは和歌山市 HP より必要事項を 

 入力のうえ、該当する方であることがわかる書面の画像情報をアップロードして 

 送信してください。【６５歳以上の方だけの世帯は、画像情報が不要です。】 

防災ラジオとは、防災行政無線から防災情報が 

放送されたときに、自動的に起動し、放送を聞く

ことができるラジオです。 

問合せ先 

  ・ 



別記様式第１号（第５条関係） 

和歌山市防災ラジオ貸与申込書 

〇年 〇月〇〇日  

 

（宛先）和歌山市長  

 

 和歌山市防災ラジオ貸与に関する要綱に基づき、次のとおり申し込みます。 

申込者 

住所 
〒 ６４０―８１５７ 

和歌山市  八番丁１２番地               

氏名  〇〇 〇〇 

生年月日        〇〇年  〇月 〇〇日 

電話番号 ０７３―４３５―１００５ 

 

次のいずれかにチェックしてください。いずれかにチェックがない場合は、貸与を受けられま

せん。 

申込条件 

□ ①世帯員全員が６５歳以上 

□ ②介護保険の要介護認定で要介護３、要介護４又は要介護５とされている者が

いる世帯 

□ ③１級又は２級の身体障害者手帳の交付を受けている者がいる世帯 

□ ④Ａ１又はＡ２の療育手帳の交付を受けている者がいる世帯 

□ ⑤精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯 

□ ⑥特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けている者がいる世帯 

□ ⑦小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者がいる世帯 

 

注意事項 

  申込条件の①～⑦に該当する方であっても、エフエム和歌山放送（８７．７メガヘルツ）を

受信することができない場合は、貸与を受けられません。  

 

 

添付する書類 

申込条件の②～⑦に該当する方は、対象の世帯であることを証する書類（手帳等）の写し 

 

 

貸与申込書 記入例 

 

 

①65 歳以上の方だけの世帯

の場合は、こちらにチェッ

クしてください。 

①に該当されない方は、②～⑦の

当てはまる条件にチェックしてく

ださい。 



別記様式第１号（第５条関係） 

和歌山市防災ラジオ貸与申込書 

年  月  日  

 

（宛先）和歌山市長  

 

 和歌山市防災ラジオ貸与に関する要綱に基づき、次のとおり申し込みます。 

申込者 

住所 
〒     

和歌山市                 

氏名                  

生年月日          年   月   日 

電話番号  

 

次のいずれかにチェックしてください。いずれかにチェックがない場合は、貸与を受けられま

せん。 

申込条件 

□ ①世帯員全員が６５歳以上 

□ ②介護保険の要介護認定で要介護３、要介護４又は要介護５とされている者が

いる世帯 

□ ③１級又は２級の身体障害者手帳の交付を受けている者がいる世帯 

□ ④Ａ１又はＡ２の療育手帳の交付を受けている者がいる世帯 

□ ⑤精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がいる世帯 

□ ⑥特定医療費（指定難病）受給者証の交付を受けている者がいる世帯 

□ ⑦小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けている者がいる世帯 

 

注意事項 

  申込条件の①～⑦に該当する方であっても、エフエム和歌山放送（８７．７メガヘルツ）を

受信することができない場合は、貸与を受けられません。  

 

 

添付する書類 

申込条件の②～⑦に該当する方は、対象の世帯であることを証する書類（手帳等）の写し 

 

 


